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令和５年度社会福祉法人ふじみ野市社会福祉協議会 

事 業 計 画 

  

少子高齢化、人口減少等により人口構造や世帯構成が変化し、家族とのつながり

や地域社会との関係が脆弱化する中、新型コロナウイルス感染拡大を背景とした孤

独・孤立や生活困窮の問題、地域関係の一層の希薄化、地域で支え合う機能の低下

など、状況は深刻化しています。このような状況とともに、高齢者世帯や単身高齢

者の増加、８０５０問題、ひきこもり、ヤングケアラー問題、虐待問題なども顕在

化し、個人や世帯が抱える課題は一段と複雑化・多様化しています。 

 そのような変化の中、地域住民等が支え合い、地域をともに創り、住み慣れた地

域で自分らしく暮らすことができる「地域共生社会の実現」が求められています。 

こうした考えに対応するため、地域における複合化する課題に対し、多機関協働

など従来の分野を超え、属性や世代を問わない相談や地域づくり等を包括的に実施

する「重層的支援体制整備事業」を更に推進するとともに、地域で支え合う仕組み

づくりを進めている第２層協議体の充実を図ってまいります。また、社会福祉法人

の公益的な取組みを推進する社会福祉法人連絡会によるネットワーク化や身近な相

談窓口となる「つながる相談窓口」の拡充を図り、地域福祉を推進する中核団体と

して、見守り活動やサロン活動などを小地域福祉活動として実践する支部活動を推

進してまいります。 

現在、大井総合福祉センター４階にあります「大井支所」を大井総合支所１階に

移転し、併せて、介護予防センター２階の「ふくし総合相談センターにじいろ」も

同様に移転することにより、大井総合支所内で市役所各窓口、大井支所、にじいろ

が相互に総合的に連携するネットワーク化が図られ、利便性の向上やこの地域にお

ける各種支援の強化につなげてまいります。 

 令和５年度は、「第３期ふじみ野市地域福祉活動計画」の策定年度となりますこ

とから、今後取り組むべき課題や第２期計画の展開・評価・課題などを踏まえ、市

の第３期地域福祉計画と基本理念等を共有し、地域福祉のまちづくりを推進する計

画策定をしてまいります。 

ここ数年間は、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、多くの事業が展開できずに

停滞してきましたが、新型コロナウイルス感染症が５月８日から季節性インフルエ

ンザと同じ扱いとなることから、積極的に事業を展開し、各種関係者や関係機関な

どさまざまな皆様と顔の見える関係性の中で連携・協働を図りながら、「だれもが

安心して暮らすことのできる福祉のまちづくり」に取り組んでまいります。 
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ふじみ野市社協がめざすもの   

 

 

【基本理念】「豊かな心で支え合う 安全と安心のまち ふじみ野」 

 

【重点項目】 

１． 支部活動の推進と強化 

１）支部長交流研修会・福祉委員研修会の実施 

   支部長交流研修会や福祉委員研修会において、生活支援体制整備事業の実践

例を紹介するなど研修会を開催し、社協支部としての役割を検討し、新たな

担い手の育成、確保に取り組みます。 

２）住民のつながりづくりや支え合いの仕組みづくりの推進 

  生活支援体制整備事業において、市内４圏域で展開する地域で支え合う仕組

みづくりを進めている「第２層協議体」などに参画することにより、社協支部

間の情報交換や共有を図り、併せて多様な団体との協働・連携により、支部活

動を推進していきます。 

２．社会福祉法人等との連携強化による民間福祉活動の推進 

 １）社会福祉法人等とのネットワーク事業 

   地域における公益的な取組を促進するため、高齢者、障がい者、子ども等の支

援に携わる社会福祉法人、ＮＰＯ法人や町会等と連携・協働し、地域における

福祉活動を推進する社会福祉法人連絡会を組織し、ネットワークの拡充を進

めていきます。 

 ２）社会福祉法人研修会の開催 

   ふじみ野市内の社会福祉法人等を対象に地域福祉をさらに推進するための研 

修や交流等を実施します。 

 ３）身近な福祉相談窓口の拡充 

   ふじみ野市内の社会福祉法人等との連携・協働により、身近な場所で高齢者、

障がい者、子ども等様々なニーズの相談に応じられるよう、各地域の社会福

祉法人等に設置された身近な福祉相談窓口となる「つながる相談窓口」の拡

充を図ります。 

 

【今後の展開方向】 

   生活支援体制整備事業により、市内４つの圏域に設置された第２層協議体に
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ついて、社協支部長相互や地域活動者、福祉関係者との定期的な情報交換を実

施することにより支部活動の活性化を図ります。また、高齢、子育て、障がい等

の分野を超えた社会福祉法人のほか、ＮＰＯ、町会等の参画により、協議のため

の会議体としての役割を果たし、具体的なニーズに基づいた社会福祉法人等に

よる地域公益事業の発展につなげていきます。 

   令和５年度は「第３期ふじみ野市地域福祉活動計画」策定年度と重なります

が、引き続き重点項目、関連する既存事業や新規事業について、整理・融和を図

り、包括的な支援体制の整備を進めながら課題等を抽出し、第３期の計画に反

映していきます。 

   また、新型コロナウイルス感染症が５月８日から、感染症法上の位置づけを

２類相当から、季節性インフルエンザと同じ５類に引き下げられることから、

コロナ禍で停滞した取り組みを積極的に推進していきます。 
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Ⅰ 法人運営 

地域福祉の推進にあたり、法人の健全経営や経営基盤の強化を図るとともに、

提供する福祉サービスの向上や事業経営の透明性に努めます。 

１．法人運営事業 

   １）役員等による会議の開催（予定回数） 

① 理事会                    年６回 

② 評議員会                   年４回 

③ 監事会                    年１回 

④ 三役会                    年６回 

⑤ 福祉サービスの適正運営に関する第三者委員会  随時 

２）各種委員会の開催（予定回数） 

① 広報編集委員会                年２回 

② 役員選出委員会                年３回 

③ 評議員選任・解任委員会            年３回 

④ 福祉基金等基金運営委員会           年２回 

⑤ 支部活動推進委員会              年２回 

３）諸規程の整備 

     社会福祉法ほか各種法令の改正等を把握し、必要に応じて規程等の整備

を進めます。 

   ４）財務・人事管理 

   ５）事業計画及び予算、事業報告及び決算 

   ６）組織管理 

７）自主財源の確保 

８）本部・支所間の調整 

９）組織・財務のあり方検討 

   10）広報活動 

 ・広報紙「社協だより」の発行  年５回 

  朗読版社協だよりの発行    年５回 

  点字版社協だよりの発行    年５回 

・ホームページの活用 

・公式ＳＮＳ（フェイスブック、ライン）の活用 

・社協のしおり、各種リーフレット等の作成 
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   11）後援名義の使用許可 

     福祉団体等からの名義の使用許可等を行い、地域福祉活動を支援します。 

   12）研修活動 

  ・役員及び職員の資質の向上を図るための研修を実施するほか、関係団体

が開催する研修会に積極的に参加します。 

   13）基金の管理運営 

    ・福祉基金 

    ・災害支援基金 など 

   14）埼玉県共同募金会への協力 

     埼玉県共同募金会ふじみ野市支会として、共同募金運動を推進します。 

   15）住民自治組織との連携強化 

16）民生委員・児童委員協議会との連携強化 

17）日赤会員増強運動への協力 

   18）社協支部活動への助成支援 

 ・支部長会等の開催       年３回（予定） 

・支部活動への助成 

   19）大井総合支所への大井支所事務所等の移転 

 

Ⅱ 地域福祉 

第２期地域福祉活動計画に沿って地域福祉を推進するとともに必要な事業を 

行います。また、第２期地域福祉活動計画の期間が令和５年度で終了すること 

に伴い、第３期地域福祉活動計画の策定を進めます。 

１．第３期地域福祉活動計画の策定 

   １）第３期地域福祉活動計画策定委員会   年３回（予定） 

２．地域福祉活動推進事業 

１）支部活動の推進 

    ・支部長交流研修会の実施 

    ・福祉委員研修会の実施 

２）社会福祉法人等との連携強化 

    ・社会福祉法人等とのネットワーク 

    ・社会福祉法人研修会の開催 

    ・身近な相談窓口の充実 

３）地域保健福祉活動費 
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・身体障害者運転免許取得費補助の実施 

４）一人ぐらし高齢者の会援助 

 ・一人ぐらし高齢者の会活動支援 

５）ひとり親家庭交流支援事業 

６）高齢者情報誌発行 

・高齢者情報誌編集委員会の開催   年１２回（予定） 

・高齢者情報誌「福寿草」の発行・配付 

７）見守り活動 

    ・見守りチームの編成 

    ・支部見守り活動の助成 

８）法外援護事業 

９）緊急時財産保全事業 

３．ボランティア推進事業 

１）ボランティアセンター運営事業 

    ・ボランティアセンター運営委員会の開催   年２回（予定） 

・ボランティア活動相談、啓発活動の推進 

 ・ボランティアに関する情報収集、調査 

・当事者団体及び福祉関連団体等の育成支援 

・ハートサロンの運営 

・ボランティアセンター備品の貸出 

・車椅子貸出事業の実施 

・福祉用品等リサイクル事業の実施 

・市総合防災訓練への参加・協力 

   ２）福祉教育推進校事業の実施 

・福祉教育推進校への助成 

（市内１３小学校・市内６中学校・市内１県立高等学校） 

  ・福祉教育推進校連絡会議の開催 

・「福祉教育推進マニュアル」の活用 

・福祉の心を育む交流事業の実施 

   ３）ボランティア連絡協議会への活動支援 

・ふじみ野市ボランティア連絡協議会への補助 

４．初めてのボランティア体験学習事業 

１）ボランティア活動推進 

・初めてのボランティア体験学習事業の実施 
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・ボランティア講座の実施 

・災害ボランティアセンター運営ボランティア養成講座の実施 

・ボランティアのつどいの実施 

   ２）福祉教育推進 

    ・初めてのボランティア体験学習事業の実施 

５．共同募金配分金事業 

   １）一般配分金事業 

・社協支部活動への助成 

・広報紙「社協だより」の発行  

・被災世帯への見舞金支給（災害見舞金の支給） 

・ふれあい・いきいきサロンの実施 

・福祉車両貸出事業の実施 

    ・在宅福祉サービス支援事業の実施 

・歩行杖の支給 

    ・見守り活動支援事業 

    ・福祉大会 

   ２）歳末たすけあい配分金事業 

・歳末助け合い運動専門委員会の開催   年２回（予定） 

・歳末援護事業（歳末見舞金の支給）の実施 

・社協支部活動への助成 

・広報紙「社協だより」の発行  

・被災世帯への見舞金支給（災害見舞金の支給） 

・ふれあい・いきいきサロンの実施 

・新入学児童お祝い事業の実施 

・障がい者関係団体等支援事業の実施 

・ひとり親家庭交流支援事業の実施 

    ・見守り活動支援事業 

・歩行杖の支給 

・子どもの居場所づくり支援事業 

６．生活福祉資金貸付事業 

・生活福祉資金、埼玉県障害者福祉資金貸付事業の実施 

７．住民参加型在宅福祉サービス事業 

・住民参加型在宅福祉サービス「ふれあいサービス事業」の実施 



8 

 

・住民参加型在宅福祉サービス「産後ヘルパー派遣事業」の実施 

８．生活支援体制整備事業 

    ・生活支援コーディネーターの配置 

    ・協議体の運営支援 

９．介護支援ボランティア事業 

 

Ⅲ 福祉サービス利用援助事業  

認知症や知的障がい、精神障がい等により判断能力が不十分な人に対しての 

  福祉サービス利用援助や日常的な金銭管理の実施により権利擁護の推進に努め 

 ます。 

    １）福祉サービス利用援助事業 

 

Ⅳ 訪問介護事業 

   ケアマネジャー・関係市町村及び保健・医療・福祉関係機関等との連携に努

め、職員一人ひとりが社協ヘルパーとしての自覚を持ち、自立に向けての生活

を支え、質の高いサービスを提供できるよう２か月に一回、事例検討会・研修会

を実施し、ヘルパーの質の向上に努めます。 

１）訪問介護事業 

・訪問介護（ホームヘルプサービス）の実施 

・日常生活支援総合事業（訪問型サービスＡ）の実施 

   ２）障害福祉サービス事業 

    ・居宅介護等事業の実施 

    ・地域生活支援拠点等事業の実施 

   ３）移動支援事業 

   ４）ホームヘルプサービスオプション事業 

   ５）多胎児産後ヘルパー派遣事業 

 【主な事業内容】 

・訪問介護計画等に基づき自立支援に向けたサービスの提供 

・利用者のニーズを把握し、個々の生活を尊重しながら住み慣れた地域で快適

な暮らしが維持できるための支援・援助 

・利用者の意欲を高めるような適切な働きかけを行うとともに自立の可能性を

引き出す支援 

・訪問介護の専門性等に配慮し利用者の自立支援、社会参加、生活の質の向上等
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に資するための介護保険外サービスの提供 

 

Ⅴ 通所介護事業  

利用者の尊厳を守り、主体性を尊重しながら良質かつ適切なサービスが提供出

来るようケアマネジャー・医療・福祉関係者との連携に努めます。また毎月の勉

強会や定期的な研修会を実施し、職員のサービスの質の向上に努めます。 

 １）通所介護事業 

 ・通所介護（中丸デイサービス）の実施 

 ・日常生活支援総合事業（通所型サービス）の実施 

【主な事業内容】 

・通所介護計画等に基づき自立支援に向けたサービスの提供 

・異常の早期発見など利用者の健康管理の徹底 

・入浴サービス・食事の提供 

・自立支援の観点から残存機能の維持・向上を目指した訓練や選択制レクリエ 

ーションの提供 

・口腔ケア、筋力維持トレーニング、認知症予防訓練等介護予防サービスの提供 

・各部位の機能低下を防ぎ、脳の活性化を図る創作活動の実施 

・伝統行事や季節の行事を積極的に実施し、社会参加や自然に触れる外出など 

生活感や季節感を身近に感じられるサービスの提供 

・各種ボランティア及び実習生の受け入れ 

・サービスの質の向上を目的とした職員研修の実施 

・地域に向けた取り組みとして、地域開放事業（ふじみんぴんしゃん体操）、「つ 

ながる相談窓口」、公開講座・出前講座（介護保険制度、介護の実践、認知症 

研修）の実施 

 

Ⅵ 生活困窮者自立支援等事業 

生活困窮者等に対して早期に支援を行い、本人の状況に応じた包括的かつ継 

続的な相談支援等を実施するとともに、地域における自立・就労支援等の体制 

を構築することにより、生活困窮者等の自立を促進することを目的として実施 

します。 

 １）生活困窮者自立相談支援事業の実施 

 ２）生活困窮者就労準備支援事業の実施 

 ３）被保護者就労準備支援事業の実施 
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 ４）被保護者住宅支援事業の実施 

 

Ⅶ 包括的相談支援事業 

対象者の属性を問わない相談支援、多様な参加支援、地域づくりに向けた支 

援を一体的に実施することにより、地域住民の複合化・複雑化した支援ニーズ 

に対応する包括的な支援体制を整備するとともに、身近な地域において、誰も 

が安心して生活を維持できるよう、地域住民相互の支え合いによる共助の取り 

組みの活性化と基盤づくりを図ることを目的として実施します。 

１）重層的支援体制整備事業の実施 

２）共助の基盤づくり事業の実施 

    

Ⅷ 指定居宅介護支援事業 

   関係市町村、保健・医療・福祉関係機関等と連携を図りながら、利用者や家族

の状況を充分把握しケアプラン作成の支援を行います。 

   「利用者本位」という介護保険法の理念に基づき、また「利用者の自立支援・

生活の質の維持・向上」を目指し中立、且つ公平なサービスの提供に努めます。 

 また、ケアプラン作成にあたり迅速な対応ができるよう勉強会や研修会を定

期的に実施しながら柔軟な対応に努めます。 

１）居宅介護支援事業の実施 

２）高齢者相談窓口事業の実施 

３）要介護認定調査の実施 

 【主な事業内容】 

  ・利用者の状況に合ったケアプランの作成 

 

Ⅸ 地域包括支援センターかすみがおか 

   高齢者が住み慣れた地域で安心して生活が続けられるよう、相談を受け、見

守り、心身の状態に合わせた支援を行います。また、「地域包括ケア」の中核機

関としての役割を担うため必要な総合相談支援、権利擁護、包括的・継続的ケア

マネジメント支援、介護予防ケアマネジメント等を保健・福祉・医療の専門職や

ボランティア、民生委員・児童委員等の関係者と連携を図りながら事業を実施

します。 

１）地域包括支援センター運営事業の実施（ふじみ野市第２圏域） 

２）地域包括支援センターが行なう介護予防支援事業の実施 
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３）介護予防・日常生活支援総合事業（介護予防ケアマネジメント事業）の 

実施 

【主な事業内容】 

・地域の実態把握 

・総合相談業務 

・権利擁護業務 

・包括的・継続的ケアマネジメント業務 

・介護予防マネジメント業務 

・認知症施策への取り組み 

 

Ⅹ 成年後見センター 

１．成年後見事業 

認知症、知的障がい、その他の精神上の障がいなどで、判断能力が不十分な 

人が必要に応じて成年後見制度を利用できるよう、制度の利用促進や地域連 

携ネットワークの構築を図る中核機関として成年後見センターを運営します。 

   また、市民参加による権利擁護を推進し、成年後見制度等を必要とする人

が制度を利用しやすくなるよう、市民後見人養成講座フォローアップ研修等

を実施し、市民後見人を養成します。 

  １）成年後見制度に関する相談及び利用支援 

  ２）成年後見制度に関する広報及び啓発 

  ３）市民後見人の養成及び市民後見人候補者の支援 

  ４）成年後見制度に係る関係機関との連携 

  ５）成年後見センター運営委員会の開催  年３回（予定） 

２．法人後見事業 

法定代理人として財産管理、身上保護などの法律行為を行い、その権利を擁

護することを目的に本会が法人として成年後見人となる法人後見事業を実施

します。 
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